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介
護
予
防
の
費
用
対
効
果
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
年
三
月
二
六
日
に
厚
生
労
働
省
の
介
護
予
防
継
続
的
評
価
分
析
等
検
討
会
が
開
催
さ
れ
、
検
討
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

た
。
そ
の
中
で
、
制
度
導
入
前
と
比
べ
て
、
一
人
一
年
当
た
り
の
費
用
は
、
要
支
援
一
で
約
一
〇
万
七
〇
〇
〇
円
、
要
支
援
二

で
約
四
三
万
九
〇
〇
〇
円
、
特
定
高
齢
者
で
約
二
万
円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
費
用
を
減

少
さ
せ
る
上
で
か
か
っ
た
人
件
費
、
事
務
費
、
機
材
費
等
は
要
支
援
一
、
要
支
援
二
、
特
定
高
齢
者
で
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら

か
。
減
少
額
以
上
の
コ
ス
ト
を
か
け
て
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
介
護
予
防
の
費
用
対
効
果
は
上
が
っ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。


